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1 は じ め に

福祉国家の限界が叫ばれて久しい。OECDの報告書『福祉国家の危機』が出版されたの

は1981年のことであるが,
1)
それ以降，今日にいたるまで，福祉国家の限界を克服するための

さまざまな構想が提起され，また実践に移されてきている。なかでも，個人の自由と自己責

任を一元的に強調し，福祉国家を痛烈に批判する新自由主義の構想は，共産主義体制の崩壊

やグローバル化の進展に支えられて，人々の目指すべき新たな経済秩序構想として広く支持

されてきた。しかしながら，その新自由主義の構想への信頼も，近年の格差問題の出現や

2008年の金融危機等を契機として，大きく揺らいできている。

こうした新自由主義への信頼の低下は，人々が目指すべき経済社会の枠組みへの問いをあ

らためてわれわれに突きつけているということができよう。だが，この問いに答えるために

は，まずもって人々が目指すべき価値や倫理原則を明らかにし，そのうえで，その価値や倫

理原則に適合した経済社会の枠組みを構想していく必要がある。その意味で，経済の倫理学

的な考察を基礎においた学問体系，すなわち経済倫理学が，いままさに求められているので

ある。

もちろん，経済学においても，規範分析が行われてこなかったわけではない。しかし，そ

の規範分析は，効率性を中心的な価値基準とした規範分析であったといわざるをえない。資
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E. ナスの「人間にふさわしい社会国家」の構想

本稿は，ドイツの経済倫理学者 E. ナス（E. Nass）の「人間にふさわしい社会国

家」の構想に焦点をあて，今後の経済社会の枠組みを考えるにあたって重要となる

視点を提起することを目的としている。ナスは,「人間の本性」に基づいて，経済

社会を編成する諸原則を根拠づけ，それらの諸原則に適合した経済社会の枠組みと

して「人間にふさわしい社会国家」を構想する。その構想において，国家は，万人

の積極的自由を保障するために，基礎能力の平等な保障を実現するという課題を負

っている。こうしたかれの構想の基礎にあるのは，どこまでも人間の尊厳を大切に

していこうとする倫理観である。
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源が希少である以上，限られた資源を無駄やロスなしに効率的に活用すべきことはいうまで

もない。しかしながら，効率性はあくまで手段選択の合理性を示すものであって，人間が追

求すべき目的それ自体の合理性を表わすものではない。手段選択の領域において効率性が確

保されなければならないにしても，効率性のみをひたすら追求するような経済社会は，ある

べき経済社会の姿を示すものということはできない。それゆえ，いままさに求められている

経済倫理学は，人間の目指すべき目的を明らかにする倫理学と効率的な手段選択を明らかに

する経済学との建設的な対話と綜合にほかならない。本稿でドイツの経済倫理学者，E. ナ

ス（E. Nass）を取り上げるのも，かれがこうした「経済学と倫理学のディスクルスとして

の経済倫理学」(Wirtschaftsethik als Diskurs zwischen ��������und Ethik）を構想し,
2)
その

経済倫理学の構想にもとづきあるべき経済社会の枠組みを示そうとしているからにほかなら

ない。かれは，経済倫理学の分野ではもっとも伝統のあるカトリック社会論の系譜に属する

論者の一人であるが，その考えの基礎にあるのは,「言葉の完全な意味でのヒューマニズム」

(Humanismus im Vollsinn des Wortes）といわれるように，人間の尊厳をどこまでも大切に

していこうとする倫理観である｡
3)
この倫理観を基礎におき，かれは，福祉国家にかわる新た

な経済社会の構想，すなわち「人間にふさわしい社会国家」(Der humangerechte Sozialstaat）

の構想を展開するのである。

本稿の課題は，このナスの「人間にふさわしい社会国家」の構想を通して，今後の経済社

会の枠組みを考えるにあたって重要となる視点を提起することにある。そのために，以下で

はまず，ナスが人間の目指すべき価値や倫理原則についてどのように考えていたのかを明ら

かにする。その上で，そうした価値や倫理原則に適合した経済社会の枠組み，すなわちかれ

のいう「人間にふさわしい社会国家」がいかなるものであるのかを見ていきたい。

2 人間の本性と経済の目的

2.1 人間の本性

ナスは，あるべき経済社会の枠組みを構想するにあたって，その枠組みの正当性を判定す

る最上位の基準を「人間の尊厳」(���	
����
���）に求める｡
4)
人間は,「人間であることに

基づくだけで，譲渡不可能な価値をもった」存在であり，こうした尊厳のある存在として，

あらゆる人間は等しく尊重されなければならない。それゆえ，人種や性といった違いによっ

て，この人間の尊厳の平等を損なうような経済社会の枠組みは，あるべき経済社会の枠組み

では断じてない｡「人間の不可侵の尊厳の尊重と擁護」(Achtung und Wahrung unantastbarer

�
���des Menschen)，これこそがナスによって要請される社会編成の最上位の基準なので

ある。

こうしたナスの基本的立場から明らかなように，かれの経済倫理学の構想の中心にはつね
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に人間が置かれる。人間は，個別・具体的な存在として見れば，さまざまな属性を有したき

わめて多様な存在である。しかし，その多様な人間も人間である以上，どの人間にも人間を

して真に人間たらしめるものが内在していなければならない。この人間をして真に人間たら

しめるものこそ,「人間の本性」(die menschliche Natur）にほかならず，それは，ナスが

「理念的人間の本質」(das Wesen des idealen Menschen）と呼ぶように，それ自体，善なる

ものである｡
5)
人間が人格として位置づけられ，等しく尊重されるべきであるのも，人間にこ

の「人間の本性」が内在するからにほかならない。それゆえ，ナスがどこまでも大切にしよ

うとする「人間の尊厳」とは，人間本性を有する人格としての人間の尊厳を意味しているの

である。

もちろん，人間の本性は，ナスが言うように，あくまで理念的人間の本質であり，具体的

人間において完全に実現されているわけではない。それどころか，人間には「自由な意志」

(der freie Wille）があり，人間本性に反した生き方をすることもできる。しかしながら，人

間は，自らの意志で人間本性の完成を目指して生きることによって，真に人間たるものにな

ることができる。それゆえ，人間には，人間本性の完成という究極目的がその本性に内在す

る形で与えられているのであり，あらゆる規範や倫理原則は，この究極目的に基づいて根拠

づけられねばならない。ナスの経済倫理学構想が「目的倫理学的アプローチ」(der

finalethische Ansatz）と称される所以である｡
6)

それでは，人間本性の完成という究極目的から，いかなる規範や倫理原則が導かれるので

あろうか。ナスは，この問題に対して，人間の「個人本性」(Individualnatur）と「社会本性」

(Sozialnatur）の両面から答えていこうとする｡
7)
まず人間は，個人として見れば，それぞれ

に個性を有した多様な存在であるとともに，すでに述べたようにどの個人も自由な意志をも

つ。それゆえ，人格たる人間は，それぞれの個性に適したやり方で，自己を高め，自らの人

格を完成させていかなければならない。自己決定と自己責任の原則にもとづく自律した行動，

これが個々の人間に求められるのである。こうした自律した行動を各人に可能にするために，

あらゆる人間には，自己決定の自由が保障されなければならない。ここに自由と自己責任の

原則が，まずもって社会編成の原則として要請されてくることになるのである。

しかしながら，個人としての人間は，けっして自足した存在ではない。人間は，互いに助

け合うことによってはじめて，自らの生を維持し，自己を高めていくことができる。それゆ

え，人間は本性的に社会的な存在なのであり，社会ないし共同体の存在なしに，人間本性の

完成はない。社会ないし共同体の存在理由はまさにここにあるのであり，その存在目的は，

社会的結合を通じた万人の人間本性の完成，すなわち「共同善」(Gemeinwohl）の実現に資

することにある。国家もまた，共同体の一形態である以上，その存在理由ならびに存在目的

は，この共同善の実現に求められる。すなわち，国家は，その強制力を用いて，共同善を包
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括的全面的に実現し，万人の人間本性の完成をはかっていかなければならないのである。

こうした社会本性に基づき，個々の人間は，連帯的に行動し，共同善の実現に寄与すると

いう社会的義務を負う。しかも，この「連帯性」(���������	�）の原則は，道徳的義務である

だけでなく，法的義務としても解釈されなければならない。なぜなら，連帯性の原則が道徳

的義務にとどまるものであるとするならば，共同善を実現するための国家によるいかなる強

制措置も正当化されえないからである｡「連帯性は法原則であり，連帯的に行為する人間は

法的義務に従う。その人間がたんなる法遵守からこれをなすのか，道徳的動機からこれをな

すのかは，連帯性基準の充足にとっては，重要ではないのである｣｡
8)
それゆえ，個々の人間

に保障されるべき自由は，無制限で絶対的な自由を意味するものではない｡「共同善の優先」

(Primat des Gemeinwohl）あるいは「自由に対する社会本性の優先」(Primat der Sozialnatur

vor der Freiheit）と言われるように,
9)
共同善の実現のためには，各人に与えられる個人的自

由は，一定の制限に服さなければならないのである｡
10)

もちろん，このことは，国家がなにをなしてもよいということを意味するものではない。

国家は，自己決定の自由を保障するために，個人ないし下位の共同体が自己責任的に（ある

いは連帯的に）行為しうる場合には，けっしてこれに介入してはならない。国家がなすべき

ことは，個人ないし下位の共同体が自己責任的に行為しえなくなった場合に，これらの主体

をふたたび自己責任的に行為しうる状況におくこと，すなわち補完的支援に限られるのであ

る｡「補完的支援は，自助への援助として理解され，それは，より小さな形成体がふたたび

自己責任的に行為しうるようになった時に終わるのである｣｡
11)

ここに，いわゆる「補完性の

原則」(�
���������	��
�����
）が，連帯性の原則とともに，社会編成の原則として要請され

てくることになるのである。

2.2 経済の目的

人間は，生存していくために，また，自らの人格を完成していくために，物財を必要とし

ている。こうした物財調達活動が経済にほかならないが，この物財調達活動は，すでに述べ

た人間の社会本性からして，社会的に，つまり分業と協働を通じて行われるしかない。その

さい，注意すべきことは，こうした社会的になされる経済が，あくまで手段調達の領域にす

ぎないということである。それゆえ，社会経済のあるべき姿を明らかにするためには，経済

が何のために行われるのか，その目的が問われねばならない。

すでに述べたように，人間の究極目的は人間本性の完成にあり，社会の存在目的は社会的

結合を通じた万人の人間本性の完成にある。だとすれば，社会経済の最終目的もまた，万人

の人間本性の完成を目指すものでなければならない。ナスは，カトリック社会論の代表的論

者の一人である A. ウッツ（A. F. Utz）の言葉を引用しながら，次のように述べている。経
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済の定義は,「『経済活動の目標，すなわち人間としての完成にいたるための必要にかんがみ

て欠かせない全社会成員の全面的かつ共同的な扶養という目標，要するに共同善なる目標か

ら始まる』。経済の最終目的は，共同善なのである。必要充当はすでに社会的に理解されて

おり，それゆえに客観的に公正と見なされる。経済は，共同善に向けてのその究極目的性に

よってはじめて，客観的に公正であり，それゆえにそれ自体善なのである｣｡
12)

ナスのこの言

葉からわかるように，社会経済の目的は，万人の人間本性の完成をはかるためのさまざまな

必要を充当することにある。もちろん，この必要充当には，当然のことながら，物質的な必

要のみが含まれるのではなく，文化的な必要，さらには倫理的な必要もまた包含されなけれ

ばならない。それゆえ，経済が自己目的化し，物質的豊かさのみをひたすら追求するような

社会経済は，けっしてあるべき社会経済の姿を示しているものではない。

経済学において中心的な価値基準とされてきた効率性もまた，この観点にもとづいて捉え

直されねばならない。資源が希少である以上，経済の原則として効率性が要請されることは

言うまでもない。しかし，その効率性は，手段調達の合理性を保証するものでしかない。そ

れゆえ，効率性は，社会経済の最終目的である共同善の達成に役立つかぎりでのみ正当化さ

れる価値基準であり，それはいわば「奉仕価値」(Dienstwert）にとどまる｡
13)
経済活動がい

かに効率的なものであったとしても，その目的が，人間本性の完成という究極目的にしたが

って判断される「倫理的合理性」(ethische ������������）に反するものであったとすれば，

その活動はけっして正当化されえない。それゆえ，倫理的合理性は，効率性ないし「経済的

合理性」(	
������
��������������）に優位する。ナスによれば，経済倫理学にとって必要

なことは，こうした倫理的合理性が優位した下での，倫理的合理性と経済的合理性との間の

実りある対話にほかならない。この意味で，かれの目指す経済倫理学は，その著書の題名で

もある「経済倫理の目的としての人間」(Der Mensch als Ziel der Wirtschaftsethik）を中心

に置いた,「経済学と倫理学の間のディスクルスとしての経済倫理学」の構想にほかならな

いのである｡
14)

3 人間にふさわしい社会国家の構想

以上のような経済倫理学の構想を基礎に，ナスは，あるべき経済社会の枠組みを明らかに

していこうとする。すでに述べたことから明らかなように，あるべき経済社会の枠組みは,

「人間の不可侵の尊厳の尊重と擁護」を社会編成の最上位の基準とし，人間本性の完成に資

する諸原則に適合したものでなければならない。かれの構想が,「人間にふさわしい社会国

家」の構想と呼ばれる所以である。以下では，この「人間にふさわしい社会国家」の構想が

いかなるものであるのかを見ていくことにしよう。
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3.1 積極的自由の保障

ナスは，自由と自己責任の原則を一元的に強調する新自由主義の構想にけっして与しはし

ない。しかしながら，だからといってかれは，新自由主義が求める市場と私有制に基づく経

済秩序を否定するわけではない。なぜなら，かれもまた社会編成の原則として，自由と自己

責任の原則ならびに効率性の経済原則を要請し，これらの原則に，市場と私有制に基づく経

済秩序は適合しているからである。しかしながら，このことは，かれがなにもかもを市場に

任せる市場一元的な経済秩序を肯定したことを意味するものではない。かれによれば，二つ

の論拠に基づいて，国家による市場への介入が要請される｡
15)
まず，市場が不効率な場合，国

家は，効率性の基準に基づいて，市場に介入しなければならない。これは，経済学において

「市場の失敗」(Marktversagen）として知られている問題が生じた場合に必要とされる国家

介入である。しかしながら，国家による市場への介入が要請されるのは，これだけではない。

すでに述べたように，効率性は奉仕価値しかもたず，たとえ効率的な市場であったとしても，

市場が倫理的合理性に反する結果をもたらす場合には，国家は，共同善を実現するために，

市場に介入しなければならないのである。このように，ナスは，市場への国家介入を正当化

する二つの論拠をあげるが，かれの議論の中心におかれるのは，言うまでもなく第二の論拠

である。そこで，共同善の実現のために必要とされる国家介入とはどのようなものであるの

か，いま少し詳しく見ていくことにしよう。

すでに述べたように，個人本性にもとづき，あらゆる個人には自己決定の自由が保障され

なければならない。市場と私有制にもとづく経済秩序が要請されたのも，そのためにほかな

らない。が，ナスによれば，自己決定の自由には，二種類の自由概念が存在する｡
16)
一つは

「消極的自由」(negative Freiheit）であり，いま一つは「積極的自由」(positive Freiheit）

である。消極的自由は，各人が他者による強制的な干渉を受けない状態を意味し，積極的自

由は，各人が自律的に自己決定し自己実現をはかりうる状態を意味する。ナスによれば，消

極的自由にしろ，積極的自由にしろ，いずれか一方を一面的に強調することは，その自由の

実現にさいして，人間の尊厳という上位原則に反する恣意的支配を引き起こす危険性がある。

なぜなら，消極的自由の一方的強調は，強者の支配と弱者の貧困化をもたらし，積極的自由

の一方的強調は，積極的自由の実現の名の下に，国家の恣意的支配をもたらす可能性がある

からである。それゆえ，国家は，消極的自由に最大限の配慮を払いつつ，積極的自由の実現

をはかるという課題を負う。そのために，国家は，まずもって各個人の私有権を保障し，他

者による恣意的な干渉からこれを保護しなければならない。しかし，各個人に認められる私

有権は，無制限の絶対的権利を意味するものではない。各個人の私有権は，万人の積極的自

由への権利，ナスの言う「社会的基本権」(soziale Grundrechte）によって制約される｡
17)
国

家による市場への介入は，この万人の積極的自由を保障するためになされるものでなければ
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ならないのである。

3.2 潜在能力アプローチ

それでは，国家は万人の積極的自由を保障するためになにをなさねばならないのであろう

か。この問いに関して，ナスは，A. セン（A. Sen）によって展開されてきた「潜在能力ア

プローチ」(��������	�
�	
��
）に依拠しながら，自らの議論を展開していこうとする｡
18)
こ

のアプローチの中心概念となるのが，言うまでもなく「潜在能力」(��������	�）の概念で

ある。ここで，各個人の潜在能力とは,「その個人が達成しうる諸機能の代替的組み合わせ」

を意味する。すなわち，各個人は，自らの意志決定によりある特定の機能の組み合わせ，つ

まり特定の「生き方やあり方」を選択することになるが，各個人にとって選択可能なその機

能の組み合わせの集合，つまり自己決定の選択機会の豊かさが潜在能力にほかならないので

ある。こうした自らの人生の生き方を自己決定しうる潜在能力が豊かになるほど，積極的自

由はそれだけ実現されたということができる。むろん，ここで自己決定される人生の生き方

は，これまでのナスの議論から明らかなように，人間の本性にしたがった生き方でなければ

ならない。それゆえ,「決定の自由としての積極的自由は，現在の個人的性向に従うことが

できるというたんなる自由とは区別される。むしろそれは，個々人が自らの本性的規定にし

たがって決定をなす潜在能力を与えられている場合にはじめて実現されるのである｣｡
19)

こうした潜在能力の考え方を基礎に，ナスは，あらゆる人間に最低限必要な潜在能力，す

なわちかれの言う「基礎能力」(���	�����������	）の平等な保障こそが積極的自由を実現す

るために必要な国家のなすべき役割であると主張する｡
20)
このかれの主張に関しては，次の二

つの点に注意しなければならない。

第一に，各人が自己を実現していくためには，各人の個性に応じて，またその時々の時代

状況や文化に依存して多様な能力が必要とされる。そのさい，この多様な能力の社会的優先

度に関して，あらゆる人に最低限必要とされる基礎能力とそうではない個別能力との区別が

必要になるが，その区別は時代状況や文化に応じて可変的なものにならざるをえない。それ

ゆえ，国家が基礎能力として具体的に何を保障すべきかは，時代状況や文化に応じて異なっ

たものになってくる。この意味で，ナスのいう「人間にふさわしい社会国家」の構想は，そ

の具体的な形態という点でいえば，多様で動態的な展開を示すものにならざるをえないので

ある｡
21)

第二に，国家による基礎能力の平等な保障は，まずもって各個人が自らの責任で基礎能力

を展開しうる「機会の平等」(Chancengleichheit）の保障を意味している｡
22)
それゆえ，たと

えば健康という基礎能力に関して言えば，国家は，あらゆる人が医療サービスを受けられる

機会を提供すべきであるが，その医療サービスをどのように利用し，健康という基礎能力を
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実際にどのように展開していくかは，個々人の自己責任にまかされるのである。なぜなら，

基礎能力の具体的展開をも国家が決定することは，自己決定の自由への侵害にほかならない

からである。が，基礎能力の具体的展開が自己責任にまかされるということは，その責任を

果たさなかった人には,「責任者原則」(Verursacherprinzip）にしたがって，相応の罰則が

科せられることを意味する。これも健康の例で言えば，健康責任を果たさなかった人，たと

えば必要な予防検査を受けずに病気になった人は，受診にさいして，相応の自己負担額の引

き上げを科せられねばならないのである。そうでなければ，人々の健康責任への意識が弱め

られてしまうことになりかねないからである。

しかしながら，こうした責任者原則を適用しうるためには，そもそも基礎能力の必要性を

あらゆる人が理解し，そして，なんら妨げられることなくその基礎能力の展開に取り組める

環境が整えられていなければならない。国家がいくら平等な機会を提供したとしても，こう

した「自己責任のための潜在能力」(��������	�zur Eigenverantwortlichkeit）が各人に備わ

っていなければ，各人が基礎能力の展開をはかることなど期待できないからである｡
23)
それゆ

え，国家は，基礎能力の平等な保障を実現するために，平等な機会の提供を果たすだけでな

く，義務的な措置，たとえば全員に対する義務教育制度の導入等を通じて，各人に「自己責

任のための潜在能力」を身につけさせることが必要なのである｡
24)

以上のような意味において，国家は，基礎能力の平等な保障を実現するという課題を負う。

しかしながら，それ以上のことを，国家は為してはならない。なぜなら，こうした最低限必

要な潜在能力の保障を通じて，各人が自己責任的に行為しうる状況におかれた時，補完性の

原則にもとづいて，国家の果たすべき役割は終わるからである。

3.3 福祉国家への批判

以上のように，国家は，万人の積極的自由を保障するために，あらゆる人間に最低限必要

な潜在能力を平等に保障するという義務を負う。このことは，各個人にとっては，最低限必

要な潜在能力を保障される権利，すなわちナスの言う「潜在能力権」(��������	�
����
�）

が，社会的基本権として与えられていることを意味する。この潜在能力権は私有権に優先し，

それゆえ，この潜在能力権が妨げられている人は，最低限必要な潜在能力の保障を社会なら

びに国家にたいし要求することができる。しかしここで注意しなければならないことは，こ

の潜在能力権が，あくまで自らが自己責任に基づく自律した行動をとれるようになるための

権利であることである｡
25)
したがって，潜在能力の保障を要求する個人は，自己責任に基づく

自律した行動をとれるように最大限努力する社会的義務を負う。たとえば，失業者は失業手

当を受給するにあたって，ふたたび労働市場に参入できるように自らが最大限の努力をする

ことを義務づけられる。そうした社会的責任を果たさない人には，ふたたび責任者原則に基
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づき，失業手当の相応の減額がなされねばならないのである。

こうしたナスの議論から明らかなように，かれの目指す「人間にふさわしい社会国家」の

構想は，国家があらゆる人の生活を保障する「扶養国家」(Versorgungsstaat）の構想では断

じてない｡
26)
なぜなら，扶養国家の下では，社会的責任を果たさない人でも生活を保障されて

おり，そのため，自らの責任を果たすことなく，他者の負担で自己利益をひたすら追求しよ

うとする「フリーライダー・メンタリティ」(������������	���
�������
�）が広がっていくこ

とにならざるをえないからである。と同時に，こうしたフリーライダー的行動をとる人々を

扶養しなければならない負担者の側には，なにゆえ負担をしなければならないのかという意

識が広がり，その結果，人々の間からは連帯性の意識が失われていってしまうことになりか

ねないのである。ナスによれば，福祉国家はまさにこの扶養国家を意味するものにほかなら

ず，それゆえかれは，次のように福祉国家を痛烈に批判するのである。

「人間にふさわしい社会国家は，補償的な福祉国家とは両立不可能である。福祉国家は，

人間から自己扶養の責任を奪い，それゆえ人間を目的と見なさず，そして，アイデンティテ

ィを与える連帯感情を圧殺することによって，決定の実質的自由を制限するのである｣｡
27)

4 人間にふさわしい社会国家の実現可能性

ナスの「人間にふさわしい社会国家」の構想は以上のようなものであるが，かれの議論は，

これで終わるわけではない。かれはさらに，自らの構想の実現可能性をも検討していく。な

ぜなら，実現可能性を有した構想でなければ，その構想は，福祉国家の危機を克服する現実

性のある経済秩序構想とはいえないからである。この実現可能性の検討のさいに，かれは，

自らの構想が個人的合理性に合致しているのか，という点にとりわけ焦点をあてていく｡
28)
と

いうのも，その構想が，個人的合理性に合致していない行動を各人に強いるとすれば，その

構想は人々に受け入れられず，その結果，それは実現不可能なものとならざるをえないから

である。以下，この点に関するかれの議論を見ていくことにしよう。

ナスは，個人的合理性に関して，人間の本性が個人本性と社会本性の二つの側面をもつこ

とから，人間は「利己主義的合理性」(egoistische ����������
�）と「同感的合理性」(sympat-

hetische ����������
�）の二つの合理性をあわせもつと考える｡
29)
人間は，利己主義的合理性に

基づいて，自らの利益を実現するために合理的行動をとろうとする。しかし，人間は，自ら

の私益のみをひたすら追求する存在ではない。A.スミス（A. Smith）の「同感」(Sympathie）

の能力の議論にも見られるように,
30)
人間は，他者の利益を実現するためにも合理的行動をと

ろうとするのである。

ここでナスは，同感的合理性に関して，いかなる動機にもとづいて他者の利益を実現しよ

うとするのか，という基準にもとづき,「利他主義的動機」(altruistische Motivationen）に
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よるものと「義務論的動機」(deontologische Motivationen）によるものとを区分する。利他

主義的動機とは，他者の利益を実現することが自らの効用を高めることになるがゆえに，他

者の利益に配慮した行動をとろうとする動機を意味する。一方，義務論的動機とは，それが

義務であるという理由からだけで，他者の利益に配慮した行動をとろうとする動機である。

それゆえ，義務論的動機からは，人間は，自らの効用が下がるとしても，他者の利益を実現

しようとする。表 1は，ナスの議論にもとづいて，人間のもつ合理性と動機を整理したもの

であるが，人間は，これら二つの合理性と三つの動機を比較考量しながら自らの行動を決定

していくのである。

以上のような個人的合理性に関する考えを基礎に，ナスは，自らの構想の実現可能性を検

討していく。すでに述べたように，かれの提起する「人間にふさわしい社会国家」の構想は，

共同善の実現のために，連帯性の原則にもとづき，各個人に自らの所有権の一部を放棄する

ことを，法的に強制するものである。それゆえ，この所有権の放棄は，人間が利己主義的動

機にのみもとづいて行動する存在であったとすれば，まさに強制としか感じられず，人々に

よる自発的な受け入れを期待することはできない。しかしながら，人間は利己主義的動機だ

けでなく，同時に利他主義的動機ならびに義務論的動機をともにもつ。こうした同感的動機

を人が強くもつならば，要求される所有権の放棄は強制とは感じられず，それゆえ，ナスの

「人間にふさわしい社会国家」の構想は，人々に受け入れられる可能性があるということが

できる。かれによれば，同感的動機を人々が強くもつようになるには，人々の間に「我々と

いう感情」(Wir-������)，すなわち「共同体精神」(Gemeinschaftsgeist）が強く分け持たれ

ている必要がある。
31)
この「我々という感情」は，人間の社会本性からして，人間に普遍的に

内在するものである。しかしながら，現実において，人々がこうした「我々という感情」を

強く持つのは，文化的アイデンティティを共有する地域的に限定された範囲にとどまらざる

をえない。しかも，その文化的アイデンティティは，人間の尊厳の尊重や積極的自由の実現

という価値理念を受け入れる文化的アイデンティティでなければならない。ナスは，人間の

尊厳の尊重という価値理念を共有する文化的アイデンティティとして，大陸ヨーロッパ的ア

イデンティティとアングロサクソン的アイデンティティをあげているが，自由を消極的自由

としてとらえる傾向の強いアングロサクソン諸国では，かれの「人間にふさわしい社会国家」

の構想が受け入れられる可能性は，いまだ低いものと言わざるを得ない。一方，大陸ヨーロ

ッパ，とりわけ「社会的市場経済」(Soziale Marktwirtschaft）の伝統をもつドイツにおいて
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表 1 合理性と動機の分類

合理性 同感的合理性 利己主義的合理性

動 機 義務論的動機 利他主義的動機 利己主義的動機

(出所：E. Nass, Der humangerechte Sozialstaat, ���	
��
�2006, S. 232より作成)



は，かれの構想は十分に受け入れられる可能性があるということができる。それゆえ，ナス

自らが認めるように，かれの「人間にふさわしい社会国家」の構想は,「人間の本性」を基

礎におくことによって普遍性をもった構想ということができるが，その実現可能性という点

を考慮すれば，さしあたり特定の限られた文化圏でしか実現されえないものといわざるをえ

ないのである。
32)

5 結びにかえて

本稿で明らかにしたように，ナスは,「人間の本性」に基づいて人々の目指すべき価値や

倫理原則を明らかにし，その上で,「人間にふさわしい社会国家」の構想を展開する。その

構想の基礎にあるのは，どこまでも人間の尊厳を大切にしていこうとする倫理観である。も

ちろん，ナスはカトリック社会論の論者であるので，こうしたかれの考え方はキリスト教信

仰によって支えられたものである。しかしながら，かれ自身述べているように，かれの構想

はキリスト教信者でなければ受け入れられないというものではない｡「人間の尊厳」を尊重

していこうとする理念を共有できる人であれば，かれの構想を受け入れることは十分可能で

ある。なぜなら，その理念を共有できる人は,「人間にふさわしい」経済社会の枠組みがい

かなるものであるかを真剣に議論し，共に考えていくことができるからである｡
33)

もちろん，本論の最後に述べたように，かれの構想が現在の時点で受け入れられうるのは，

限られた文化圏でしかない。それゆえ，こうした文化の違いを超えて，かれの構想がいかに

して受け入れられうるのか，また，大陸ヨーロッパと違う文化をもつ日本において，かれの

構想が受け入れられうるのか，という問題は，われわれに残された課題である。さらに，か

れの「人間にふさわしい社会国家」の構想は，具体的には多様で動態的な展開を示すもので

ある以上，現在の時代状況に適した形でその構想をより具体化することも，われわれの課題

として残される。しかし，福祉国家にかわる新たな経済社会の枠組みを構想するにあたって，

どこまでも「人間の尊厳」を大切にしていこうとするかれの基本的態度は，われわれに重要

な視点を提起してくれているといえよう。
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